
富⼭県知事政策局働き⽅改⾰・⼥性活躍推進室問合せ

「とやま⼥性活躍企業」とは、企業の成⻑とウェルビーイング（真の幸せ）の実現に向けて、⼥性
が活躍する県内企業等を県が認定し、広く公表する制度です。
「とやま⼥性活躍企業」になるためには、県の研修を受けた社会保険労務⼠等(確認者)に認定基準
等の確認を受けていることが必要です。今回の説明会では、認定制度や⽀援制度に関する説明・
研修等を⾏い、受講後は、確認者として登録することができます。
��県内企業の⼥性活躍を推進するため、本説明会にぜひご参加ください。

TEL:076-444-3328

⽇ 時 ：00��ー�������������������：00令和  年  ⽉  ⽇( ��)5 3 10
オンライン場 所

社会保険労務⼠、中⼩企業診断⼠、⾦融機関
商⼯会議所・商⼯会職員など企業に助⾔等を⾏う⽅対 象

無料

申込⽅法
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/KXHB5b3A

令和5年3⽉1⽇(⽔)まで募集期間

誰もが輝ける社会を
⼀緒に⽬指しませんか？

とやま⼥性活躍企業
認定制度説明会

3 ⾦ 12

下記URLまたは右記から申込みください

社会保険労務⼠、中⼩企業診断⼠、
⾦融機関の皆様へ

※前⽇までに、申込みいただいたメールアドレスへURLをお送りします。

参���加���費


